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現在，道路事業を中心とした公共事業においては，構想段階での住民参加に関するガイドラ

インや実施要領が策定，発行されている．しかし，いずれにおいても具体的な参加のタイミン

グや手法，範囲についての情報は示されていない．そこで本研究では，市民の意見が顕著に表

れる道路計画へ反対意見に着目をして，どのタイミングのどの項目に関してどのような意見が

出されているかを分析することにより，市民が必要としている情報やそのタイミング，市民が

望む参加のタイミングや方法などについての検討を行うことを目的とする． 
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1. はじめに 

 

 道路事業を中心とした公共事業においては，その周

辺への影響の大きさから，様々な利害関係者が存在し

ていることが多い．そのため，大規模な反対運動の発

生する事業も存在した．そのため，透明性の高い計画

策定プロセスの必要性が認識されるようになった．

PI(Public Involvement)の概念が米国より入ってきてから，

事業の構想段階(計画を決定するプロセス)より住民を参

加させて事業を進めていくという考え方が広がり始め

た． 

 一定の計画策定プロセスとしては，2005年に国土交

通省により「構想段階における市民参画型道路計画プ

ロセスのガイドライン」が策定され，公共事業全体に

対しては，2007年に国土交通省により「公共事業の構

想段階におけるプロセスガイドライン」が策定され，

複数案の作成と評価と市民参加を伴った計画策定プロ

セスが示された．さらに，2012年に「国土交通省所管

公共事業の計画段階評価実施要領」が発行され，こち

らでも新規事業債託児評価の前段階における複数案の

作成・比較評価を行うという「計画段階評価」の考え

が示された（図-1）．しかしながら，前述の2つのガイ

ドラインと異なり，「計画段階評価」においては都道

府県・政令市や第三者委員会以外の市民などによる参

加についての記述はない．この「計画段階評価」に関

しては，2010年より全国の道路事業に対して試行が行

われている． 

 

 

図-1 計画段階評価の流れ(出典：国土交通省資料より) 
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 このように，複数案の作成，比較評価を行うという

プロセスについては，3つのガイドラインによって明確

に示されてきた．しかしながら，市民参加に関しては，

事業の特性に合わせてそのタイミングや範囲，手法が

選択されるべきものであり，「構想段階における市民

参画型道路計画プロセスのガイドライン」においても，

「公共事業の構想段階におけるプロセスガイドライ

ン」においても，早期に行うことは示されているが，

具体的なタイミングや方法，範囲についての情報は示

されていない．さらに，前述したように「計画段階評

価」に関しては，市民参加に関する記述が見られない． 

 各事業主体が，その事業の特性に見合った市民参加

のタイミング，手法，範囲などを検討する際，市民が

事業に対してプロセスのどのタイミングのどの項目に

関して，意見を持っており，意見を伝えたいと考えて

いるか，もしくは情報を得たいと感じているかについ

ての情報は有益である．そこで，本研究では，市民の

意見が顕著に表れる道路計画へ反対意見に着目をして，

どのタイミングのどの項目に関してどのような意見が

出されているかを分析することにより，市民が必要と

している情報やそのタイミング，市民が望む参加のタ

イミングや方法などについての検討を行うことを目的

とする．事例として，複数の団体により反対運動の起

こっている「計画段階評価」の試行事業である中部横

断自動車道の長坂・八千穂間を分析の対象とする． 

 なお，道路事業の計画策定

および市民参加に関しては，

主にパブリック・インボルブ

メントとして研究がなされて

きた．代表的なものとしては，

前川らによるパブリック・イ

ンボルブメントに参加した委

員や市民の参加水準と最終計

画の認知度・満足度の関係性

に関する研究，宮川らによる

パブリックい・インボルブメント事業が住民の意識及

ぼす影響に関する研究などがあるが，「計画段階評

価」という新しい計画プロセスに関するものはなく，

かつ反対意見の分析という方法論をとった研究も数は

少ない． 

 分析の枠組みとしては，代替案の作成，比較評価と

いう計画プロセスは戦略的環境アセスメントのプロセ

スに非常に近く，戦略的環境アセスメントは各国でそ

のプロセスは異なるものの，図-2に示すような基本的な

プロセスは存在することから，戦略的環境アセスメン

トのプロセスにあてはめることによって分析を行う． 

 

 
 

図-2 戦略的環境アセスメントのプロセス 

Fisher(2007)より筆者作成 

 

2. 中部横断自動車道（長坂～八千穂）の事例 

 

(1)概要 

中部横断自動車道は中央道と上信越道をつなぐ，静

岡県静岡市から，長野県佐久市に至る延長約132ｋｍの

高速自動車国道である（図-3）．現在は，増穂IC～双葉

IC間，佐久南IC～佐久小諸JCTまでが開通している．本

研究で対象とする長坂IC～八千穂IC  区間(図-3)は，山梨

県北杜市長野県を通る基本計画区間34㎞である． 

 

図-3 中部横断自動車道長坂～八千穂間 位置図 

(出典：国土交通省関東整備局甲府河川事務所，長野国道事務

所資料より) 

 

(2)計画策定と市民参加のプロセス 

(a)参加主体 

本事業においては，第三者委員会として学識経験者

から構成される関東地方小委員会（以下，地方小委員

会）が第三者委員会の役割を果たしている．また，H24

年度第2回地方小委員会の後に，地方小委員会の委員の

うち3名から構成ワーキンググループが構成され，一部

のルートに関する検討を行っている．さらに，合計4回

に渡るコミュニケーション活動が行われ，近隣住民，
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図-4 計画策定プロセス 
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道路利用者，地方自治体，関連団体などから，アンケ

ートやオープンハウス，意見聴取，説明会などにより

意見の聴取を行っている． 

(b)情報公開 

 本事業の計画策定に関しては，主に2つのホームペー

ジが存在する．ひとつが，「計画段階評価」に関する

ホームページであり，中部横断自動車道の概要，計画

段階評価の概要，市民参加（コミュニケーション）活

動の概要（アンケートなどの内容，結果，意見交換

会・地元説明会での配付資料，内容など），ワーキン

ググループ（資料，議事録）などが掲載されている．

一方，国土交通省関東地方整備局のホームページにお

いて，地方小委員会での配付資料および議事録が 

掲載されている． 

(c)計画策定プロセス 

 計画策定プロセスを図-4に示す． 

 まず，2010年12月に開催されたH22年度第1回地方小委

員会においては，地域の課題，対象路線整備の目標，

地域の意見聴取の方法が議事としてあがった． 

 2011年1月にH22年度第2回地方小委員会が開催され，

地域の課題と原因，政策目標，対策案（複数案）の設

定，意見聴取の基本方針に関して議論が行われた．こ

こで，初めてルートの対策案（複数案）が2案示された．

1案は長坂～八千穂間で新たに高速道路を整備する案で

あり，2案は整備する高速道路の一部に旧清里有料道路

を活用する案であり，旧清里有料道路部分以外は同じ

ルートを通る． 

 地方小委員会でのこれらの議論をもとに，2011年2月

中旬より約1ヶ月間に渡り，第1回目のコミュニケーシ

ョン活動が行われた．ここでは，地域の課題，目標，

対策案（複数案）の妥当性について質問がされた．ア

ンケートは最終的に道路利用者7299名，経済界など７

９団体，地元自治体９市町村より回答があった．アン

ケートにおいては，地域の課題として1)産業物流の課

題，2)救急医療の課題，3)観光地連携の課題，4)日常

生活の課題，5)国道141号線の課題，があげられている．

課題を解決するための目標としては，上記の課題に対

応する形で1)生産品の輸送時間短縮，２）救急医療へ

の移動時間短縮，3)主要な観光地間の連携，4)地域の

生活交通の円滑化，5)現道の走行性・安全性の向上の5

項目が挙げられている．さらに，対策案としては，図-

3に示したように，案1として全区間で新たに道路を整

備する案と案2として旧清里有料道路を一部区間で有効

利用する案の2案があげられている．周辺地域の課題と

課題を解決するための目標に関しては，その妥当性お

よび提示した項目以外の項目について，対策案につい

ては提示した対策案以外の考えられる対策案について

問うている． 

 この第1回コミュニケーションの結果が2011年7月の

H23年度第1回地方小委員会，2011年10月のH23年度第2回

関東地方小委員会で報告がされ，さらにこの結果をふ

まえて，第2回目のコミュニケーションの方法について

議論された．第4回地方関東地方小委員会において，第

1回コミュニケーションにおいて，出された意見をもと

に，周辺地域の課題として，先の5項目に加え，6)過疎

化・高齢化の課題，7)地域活性・連携の課題，8)公共

交通の課題，9)環境・景観を保全することの課題が追

加されることが提案された．課題を解決するための目

標に関しても，同様に6)災害時の代替路の確保，7)企

業誘致・雇用の促進，8)公共交通の利便性の向上，9)

環境・景観の保全の追加が提案された．対策案に関し

ても，コミュニケーションの結果により，先の2案に加

え，対策案3として国道141を改良する案，そして整備

なしの2案の追加が提案された．これらの提案はH23年

度第2回関東地方小委員会で了承された． 

 これをうけて，2012年1月末より約1ヶ月間にわたり

第2回コミュニケーションが実施された．アンケートに

おいては，周辺地域の課題として9項目，課題の解決の

ための政策目標として9項目，対策案として4案が示さ

れた上，その4案に対して，9つの政策目標とその他と

して1)道路にかかる家屋数，2)概ねの費用，3)広域な

道路ネットワーク，の合わせて9項目に関しての評価に

ついての表を示した．その上で，9つの政策目標におい

て重要な3項目，4つの対策案に対する意見（自由回

答）について質問をしている．アンケートは最終的に

は道路利用者7,299名，経済界など団体60団体，自治体9

市町村から回答があった．第3回コミュニケーションに

おいては，アンケートに加え，オープンハウスが沿線

10会場で18日間開催され，さらにパネル展が沿線10会

場で開催された． 

 2012年10月に開催されたH24年度第2回関東地方小委員

会では，第2回コミュニケーション活動において「南麓

地域での整備への異論」や「旧清里有料道路の活用へ

の懸念」が多くあったことから，案１を改良し，清里

高原の南側のルートを含めて検討するワーキンググル

ープを設置すべきとの意見が出された．また，案1（高

速道路の整備）と案2（旧清里有料道路を一部区間で有

効利用する案）が有効であると考えられる，一部地域

において「環境・景観の保全」に対する根強い意見が

あることから，今後高速道路の整備を基本的な方向性

としつつ，追加的なコミュニケーション活動を実施し

たうえで，当委員会の最終的な評価をとりまとめる，

という内容の中間報告が提案され，了承された．2012

年7月には，中間とりまとめが公表され，かつ意見交換

会が開催された． 

 H24年度第2回地方小委員会での意見を受け，地方小 
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委員会の一部の委員によって構成されるワーキンググ

ループが結成され，山梨県側のルートに関して，第1回 

表-1 各団体から提出された反対意見 

 日付 団体名 意見の内容 

(1) 2011/2/2 八 必要性検討の段階から市民参加【市民参加のタイミング】【代替案の設定】 

アンケート設問設定への市民参加【市民参加のタイミング】 

2011/2/17～3/25 第 1回コミュニケーション期間（案 1～2） 

(2) 2011/3/10 中 つくらないという選択肢がないのはおかしい【代替案の設定】 

アンケートで別荘族を無視【アンケートの手法】 

141号改良案がない【代替案の設定】 

委員化の資料を希望者に配布すべき，インフラ格差がある【情報公開の方法】 

(3) 2011/4/15 中 ルート選択の経緯に関する情報開示【代替案の設定】 

(4) 2011/6/13 中 第 1回アンケート結果の早期公表【情報公開】 

(5) 2011/7/12 中 アンケートが住民全体に配布されていない【アンケートの手法】 

事業ありきのアンケート．道路を造らないという選択肢が最初から想定されていない．【代替案の設定】 

第 1回のアンケート結果が公表されていない【情報公開】 

高速道路の必要性の再検証【代替案の設定】 

なぜ 141号の改良を考えないのか．【代替案の設定】 

費用対効果において，景観の喪失，環境破壊など新たな評価軸がない【評価項目】 

(6) 2011/8/5 中 (5)と同じ 

2012/1/27～2/27 第 2回コミュニケーション期間（案 1～4） 

2012/4/12 H24年度第 2回地方小委員会で高速道路整備の方針（案 1，案 2） 

(7) 2012/6/1 中 高速道路建設ありきの議論ではなくゼロベースでの議論を踏まえて実施さえるよう要望する．【意思決定】 

(8) 2012/6/5 中 「国道 141号の改良と高速道路整備」での審議要望【意思決定】 

景観を台無しにする危険性【影響の予測評価】 

2012/7/8 追加のコミュニケーション 

2012/11/21～2013/6/27 ワーキンググループ（案 1-A，1-B） 

(9) 2012/12/6 水緑 環境・景観の保全【影響の予測評価】 

国の財政が厳しい中で，無駄な公共事業をやめるべきで，国道 141号線の改良める．【意思決定】 

(10) 2013/1/7 大 国道 141号線の改良【意思決定】 

(11) 2013/1/21 大 (10)と同じ 

(12) 2013/2/28 沿 なぜ長坂なのか，その決定経緯【その他】 

アンケートの作成から集計に至るまで正当ではない【アンケートの手法】 

自然環境，生育環境，景観が破壊され，八ヶ岳の観光地，リゾート地としてのブランド価値が著しく損なう．

【影響の予測評価】 

自然環境，生育環境，景観が破壊され，八ヶ岳の観光地，リゾート地としてのブランド価値が著しく損なう．

【影響の予測評価】 

南麓ルートになると，高嶺地区・大泉地区は観光客に素通りされ商業に大ダメージとなる．【影響の予測評

価】 

夜間の照明やライトで，星空空間が損なわれる．【影響の予測評価】 

移住者が転出してしまい，人口増加もストップしてしまう．【影響の予測評価】 

井戸水の利用者が多いため，地下水が使えなくなってしまう可能性がある．【影響の予測評価】 

交通量増加に伴う排気ガスが起こす大気汚染や騒音問題．【影響の予測評価】 

地震のリスクがある．【影響の予測評価】 

八ヶ岳南麓ルートには土石流危険区域がある．【影響の予測評価】 

(13) 2013/4/16 沿 PIの導入の要望【市民参加の手法】 

北杜市長と北杜一般市民との懇談会の開催【市民参加の手法】 

(14) 2013/5/16 沿 接続地点が長坂になった理由の説明【その他】 

国道 141号案が消えた理由の説明要求【意思決定】 

PIによる市民参加による政策手法の実施の要望【市民参加手法】 

(15) 2013/6/21 沿  

(16) 2013/6/25 沿 AB案の白紙撤回の要望【代替案の設定】 

八：八ヶ岳南麓中部横断自動車道を考える会 中：中部横断自動車道八ヶ岳南麓の会 

水緑：大泉水と緑を守る会         大泉：大泉町下出地区東組高速道路反対対策委員会 

沿：中部横断自動車道路八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会 
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委員会の一部の委員によって構成されるワーキンググ

ループが結成され，山梨県側のルートに関して，第1回

目のワーキンググループにおいて，案1-A(清里高原の

南側を通りつつ，清里高原によりアクセスしやすいル

ート)と案1-B（清里高原の南側を通るルート）が示さ

れ，3回のワーキンググループとその間1回の地元説明

会を経て，第3回目のワーキンググループでは，案1-B

が適当との結論に至った 

 (3) 反対運動における意見 

 次に反対運動において，どのタイミングでどのよう

な主張がなされたのかを明らかにするために，反対運

動を行っている団体が，国土交通省や国土交通大臣，

地方小委員会，自治体首長などに送付した意見書のう

ち，インターネット上で収集可能なものの内容の分析

を行う．各意見書の内容で，計画プロセス，市民参加

に関するものを表-1にまとめ，意見書を出したタイミ

ングに関しては，図-4に記述した．表-1では，各意見

をスコーピング段階での検討事項である(a)評価項目，

(b)代替案の設定，予測・評価として(c)影響の予測評

価，意思決定として(d)意思決定，市民参加に関して

(e)アンケートの手法，(f)市民参加のタイミング，(g)

市民参加の手法，(h)情報公開の方法，そして(i)その

他，分類を行った． 

 

スコーピング段階における意見 

 スコーピング段階における意見（(a)評価項目，(b)

代替案の設定）としては，第1回のコミュニケーション

の後に，表-1(6)において景観，環境に関する評価がな

いとの意見が上がっている．しかしながら，第1回目の

アンケートは，評価項目となる地域の課題を解決する

ための目標の妥当性を問うものであり，第1回アンケー

トの結果より，第2回アンケートでは4項目が追加され

ている．すなわち，計画段階評価を行っていくプロセ

スを住民に説明していないために，このような意見が

出されたと考えられる．また，代替案の設定に関して

は，第1回コミュニケーションと第2回コミュニケーシ

ョンの間で，141号改修案と整備しない案を入れるべき

との意見が出ている．このような意見が出された理由

としては，やはり，第1回目のコミュニケーションが評

価軸，代替案の設定に関する参加であるとの説明がな

されずに，アンケートが行われたからであると考えら

れる．また，このような代替案がつくられた経緯の説

明への要求もあった． 

予測・評価に対する意見 

 各代替案の影響への予測・評価に関する意見として

は，高速道路案に絞られた後から出されている．内容

としては，高速道路建設による各項目へのマイナスの

影響についてである．第2回コミュニケーションにおい

て示された各案の影響については，例えば環境・景観

の保全という項目に関しては，沿道環境，自然環境・

景観という2項目に関してのみ文章で評価が述べられて

いるが，上記の反対意見からはより詳細な項目（大気

汚染，水質，生態系）での評価が求められていること

が分かる．また，第2回アンケートでは地元経済への影

響については，企業誘致・雇用の促進という項目で，

文章により評価が述べられているが，寄せられた意見

より各地区におけるより細かな影響評価が求められて

いると言えよう． 

意思決定に対する意見 

 意思決定に関する意見としては，高速道路案に絞る

ように決定された後から，国道141号線の改良を求める

意見，国道141号線の改良案が消えた理由を求める意見

が出されている．これは，代替案の選択に関して，そ

の理由が明確に示されていないことがその理由の一つ

として考えられる．代替案の選択に関しては，地方小

委員会で議論されており，議事録もホームページには

掲載されているが，住民向けに理由を説明した文書は

示されていない． 

市民参加に対する意見 

 市民参加に関して(e)アンケートの手法，(f)市民参

加のタイミング，(g)市民参加の手法，(d)情報公開の

方法，について意見があった． 

 アンケートの手法に関しては，アンケートの配布先

に関する意見であり，アンケートの配布先，配布方法

などに関しては，スコーピング段階におけるH22年度第

1回，第2回地方小委員会で議論されている．また，市

民参加のタイミングにも当てはまるが，アンケート作

成への参加を求める声もある．市民参加の手法として

は，市長との懇談会，PIの実施といったワークショッ

プなどの多様な手法への要求である． 

 情報公開に関しては，第1回目のアンケートの早期公

開要求があったが，これは最初に計画策定及び市民参

加のプロセスが，市民に対して明確に示されていない

ことがこのような意見を出した原因であると考えられ

る．また，地方小委員会での資料の配付を求める声も

あったが，これは市民向けのホームページである「計

画段階評価」に関するホームページでは，得られる情

報が限られており，一方地方小委員会のホームページ

で得られる情報（配付資料）との差が大きいためであ

ると考えられる． 

  

３．結論 

 本研究では，中部横断道路長坂～八千穂感を事例と

して，計画段階評価を適用した計画プロセスと住民団

体からの反対意見の分析を行った． 

 分析の結果，本事業における反対意見の中に，適切
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に情報を伝えていないために出されてであろう意見が

多くあることが分かった．例えば，計画策定や市民参

加のプロセスを最初に明確に市民に伝えていないこと，

代替案の選択理由などである．これらについては，地

方小委員会の資料を見ると理解できるが，専門家では

ない市民が理解しやすい方法で，そのような情報を公

開することが重要であろう． 

  また，評価項目に関しては，今回の評価項目は大き

すぎ，市民の関心はさらに細かい項目における評価で

あることが明らかになった．また，スコーピング三回

であるアンケートの設定や代替案の設定からの参加の

要求もあり，関心の高い事業に関しては，早い段階か

らの参加が要求されていることが分かった． 
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